
議案第６０号  

 

   秦野市道路条例の一部を改正することについて 

 

 秦野市道路条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

  令和５年１１月３０日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

 次の理由により改正するものであります。 

 (1) 道路法の適用を受けない認定外道路における禁止行為、監督処分等に関

する規定及び監督処分による市長の命令に従わない者に対する過料の規定

を新設すること。 

 (2) 道路構造令の一部改正により、自転車通行帯及び歩行者利便増進道路の

規定を新設するとともに、既存の交通安全施設に自動運行補助施設を追加

し、自転車道の設置要件に設計速度が時速６０キロメートル以上の道路を

対象とする規定を追加すること。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市道路条例の一部を改正する条例 

 

秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例第２８号）の一部を次のように改正

する。 

目次中「第４２条」を「第４３条」に、 

「 第３章 道路の占用（第４３条―第５６条） 

第４章 道路標識の寸法（第５７条） 

第５章 移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の

技術的基準（第５８条・第５９条） 

第６章 雑則（第６０条・第６１条） 

第７章 罰則（第６２条） 」 

を 

「 第３章 道路標識の寸法（第４４条） 

第４章 移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の

技術的基準（第４５条・第４６条） 

第５章 認定外道路の管理（第４７条―第５３条） 

第６章 占用料（第５４条―第５８条） 

第７章 雑則（第５９条） 

第８章 罰則（第６０条） 」 

に改める。 

第１条中「本市が管理する道路（以下」を「本市が市道として認定する道路

（以下次条第２項を除き、」に、「道路の占用料の額等」を「道路標識の寸法

等について必要な事項を定めるとともに、認定外道路の管理及び本市が徴収す

る占用料」に改める。 

第２条に次の１項を加える。 

２ この条例において「認定外道路」とは、公共のために使用する道路（法第

３条に掲げるものを除く。）で、本市が管理するものをいい、その道路と一

体をなす施設及び工作物並びにその道路の附属物（道路の構造の保全、安全

かつ円滑な交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。）

を含むものとする。 

第３条中「第４２条」を「第４３条」に改める。 

第４条第１項本文中「停車帯」の次に「、自転車通行帯」を加え、同条第５

項本文中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 
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第６条中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第８条の次に次の１条を加える。 

（自転車通行帯） 

第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い道路（自転車道を設ける道路を

除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の

右側。次項において同じ。）に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限

りでない。 

２ 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い道路（自

転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑

な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、

車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メー

トルまで縮小することができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、その道路の自転車の交通の状況を考慮して定める

ものとする。 

第９条第１項本文中「自転車の交通量が多い道路」の次に「で設計速度が１

時間につき６０キロメートル以上であるもの」を加え、同条第２項本文中「歩

行者の交通量が多い道路」の次に「で設計速度が１時間につき６０キロメート

ル以上であるもの」を加える。 

第１０条第１項本文中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。 

第１１条第１項本文中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加え

る。 

第３２条中「横断歩道橋等」の次に「、自動運行補助施設」を加える。 

第４０条第１項中「応急措置」を「応急処置」に改め、「第８条」の次に

「、第８条の２第３項」を加え、同条第２項中「応急措置」を「応急処置」に

改め、「第８条」の次に「、第８条の２第３項」を加える。 

第３章を削り、第２章中第４２条の次に次の１条を加える。 

（歩行者利便増進道路） 

第４３条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は

歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路に

- 2 -



- 3 - 

は、歩行者の滞留のために使用する部分を設けるものとする。 

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置

を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保

するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、その場所

に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進のために使用する工作物、物件

又は施設を設けるものとする。 

３ 歩行者利便増進道路（移動等円滑化促進法第１０条第１項に規定する新設

特定道路を除く。）は、第４章に規定する基準に適合する構造とするものと

する。 

第５７条第１項中「別表第１８」を「別表第１７」に改め、同条第２項及び

第３項中「同表」を「別表第１７」に改め、第４章中同条を第４４条とする。 

第４章を第３章とする。 

第５章中第５８条を第４５条とする。 

第５９条各号列記以外の部分中「別表第１９」を「別表第１８」に改め、同

条を第４６条とする。 

第６２条に次の１項を加える。 

２ 第５３条第１項の規定による市長の命令に従わない者については、 

５０，０００円以下の過料に処する。 

第６０条を削る。 

第７章中第６２条を第６０条とし、同章を第８章とする。 

第６章中第６１条を第５９条とし、同章を第７章とする。 

第５章を第４章とし、同章の次に次の２章を加える。 

第５章 認定外道路の管理 

（行為の禁止） 

第４７条 何人も、認定外道路において次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) みだりに認定外道路を損傷し、又は汚損すること。 

 (2) みだりに認定外道路に土石、竹木等の物件を堆積し、車両を放置し、そ

の他認定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をするこ

と。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、認定外道路の管理、保全又は利用に支障を

及ぼす行為をすること。 

（行為の許可又は承認） 

第４８条 認定外道路において、法第３２条第１項各号に掲げる工作物、物件
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又は施設を設け、継続して認定外道路を占用しようとする者は、市長の許 

可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、

また、同様とする。 

２ 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。 

承認を受けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。 

 (1) 認定外道路の敷地を掘削し、盛土し、又はその他認定外道路の付替等の

工事若しくはこれらに類する行為をすること。 

 (2) 前号に掲げるもののほか、認定外道路の保全又は管理のために市長が特

に必要と認めること。 

３ 市長は、認定外道路の管理上必要があると認めるときは、前２項の規定に

よる許可又は承認の際に条件を付すことができる。 

（許可の期間） 

第４９条 前条の規定による許可の期間は、法第３６条第１項に規定するもの

に係る占用については１０年以内とし、その他の占用については５年以内と

する。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする期間に

ついても、また、同様とする。 

（占用者の義務） 

第５０条 第４８条第１項の規定により認定外道路の占用の許可を受けた者

（以下「認定外道路の占用者」という。）は、占用の期間中その占用物件を

保護し、占用によって生じた危害に対する責任を負い、又は占用によって生

じるおそれのある危害を防止し、若しくは予防しなければならない。 

（原状回復の義務） 

第５１条 認定外道路の占用者は、占用の期間が満了した場合又は占用を廃止

した場合においては、占用物件を除却し、認定外道路を原状に回復しなけれ

ばならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この

限りでない。 

２ 市長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の処置に

ついて必要な指示をすることができる。 

（損傷時等の対応） 

第５２条 認定外道路又は認定外道路の附属物を損傷し、又は汚損した者は、

市長に届け出てその指示するところにより原状に回復しなければならない。 

（監督処分） 

第５３条 市長は、認定外道路において次の各号のいずれかに該当するときは、 
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この章の規定により与えた許可若しくは承認を取り消し、その効力を停止し、 

若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、認定外道路に存

する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくはその工作物その他の物

件により生じることとなる損害を予防するために必要な施設をすること若し

くは認定外道路を現状に回復することを命じることができる。 

 (1) この章の規定又は許可若しくは承認に付した条件に違反したとき。 

 (2) 詐欺その他の不正な行為により許可又は承認を受けたとき。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定外道路の占用者に対

して前項に規定する処分をすることができるほか、認定外道路の部分を定め

てその占用を禁止し、又は制限することができる。 

 (1) 本市が施行する認定外道路に関する工事のため、やむを得ない必要が生

じたとき。 

 (2) 本市が行う認定外道路の保全又は管理のための必要が生じたとき。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、本市においてやむを得ない必要が生じたと

き。 

３ 前２項の規定により必要な処置をとることを命じようとする場合において、 

過失がなくてその処置を命じるべき者の所在が不明のときは、市長は、その

者の負担において、その処置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任し

た者にこれを行わせることができる。この場合において、相当の期限を定め

て、その処置を行うべき旨及びその期限までにその処置を行わないときは、

市長又はその命じた者若しくは委任した者がその処置を行う旨を、あらかじ

め公告しなければならない。 

第６章 占用料 

（占用料の徴収及びその額） 

第５４条 市長は、認定外道路の占用者から占用料を徴収する。 

２ 法及びこの条例の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表第１９のとお

りとし、次に定めるところにより算定する。 

 (1) 占用料が年額で定められている場合において、占用の期間に１年未満の

端数を生じたときは、月割計算とする。この場合において、１か月未満の

端数を生じたときは、１か月とする。 

 (2) 占用料が月額で定められている場合において、占用の期間に１か月未満

の端数を生じたときは、１か月として計算する。 

 (3) 占用料が面積又は長さにより定められている場合において、占用面積に
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１平方メートル未満の端数を生じたとき又は占用の長さに１メートル未満

の端数を生じたときは、それぞれ１平方メートル又は１メートルとして計

算する。 

 (4) １件の占用料の総額が５０円に満たないものは、５０円とする。 

（占用料の徴収方法） 

第５５条 占用料は、占用の許可を受けた際に全額納付しなければならない。 

ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、

それぞれの年度の５月３１日までに納付することができる。 

２ 占用料の納付は、秦野市財務規則（昭和５６年秦野市規則第１１号）の定

めるところによる。 

３ 市長は、占用料が著しく多額となり、その他特別の理由により前納が困難

であると認めるときは、その年度内において占用料を３回以内に分割して徴

収することができる。 

（占用料の還付） 

第５６条 市長は、既納の占用料を還付しない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。 

 (1) 法第７１条第２項の規定により占用の許可を取り消したとき。 

 (2) 災害その他法又はこの条例の規定により占用の許可を受けた者の責めに

帰することができない理由により占用できなくなったとき。 

 (3) その他市長が特に必要と認めるとき。 

（占用料の減免） 

第５７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、

又は免除することができる。 

 (1) 法第３５条に規定する事業又は地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）

第６条に規定する公営企業のために占用するとき。 

 (2) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定する鉄道事

業又は同条第５項に規定する索道事業のために占用するとき。 

 (3) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による選挙運動のために使用

する立札、看板その他の物件を設置するために占用するとき。 

 (4) 街灯、防犯灯等を設置するために占用するとき。 

 (5) 無料で常時一般の通行のために使用し、これによって交通の便益を増進

することができる通路等の設置のために占用するとき。 

 (6) 恒例による松飾り、祭典又は縁日その他これに類する催しのために臨時
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に占用するとき。 

 (7) その他市長が特に必要と認めるとき。 

（延滞金の徴収） 

第５８条 占用料を納期限までに納付しない場合は、秦野市債権の管理等に関

する条例（平成１９年秦野市条例第２５号）第７条又は第１０条に定める延

滞金の規定により延滞金を徴収する。 

別表第１７を削る。 

別表第１８中「第５７条関係」を「第４４条関係」に改め、同表を別表第 

１７とする。 

別表第１９中「第５９条関係」を「第４６条関係」に改め、同表を別表第 

１８とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第１９（第５４条関係） 

占用物件 単位 
占用料 

（単位 円） 

電柱、電線、

変圧塔、郵便

差出箱、公衆

電話所、広告

塔その他これ

らに類する工

作物 

第１種電柱 １本につき１年 １，６６０ 

第２種電柱 ２，５６０ 

第３種電柱 ３，４５０ 

第１種電話柱 １，４９０ 

第２種電話柱 ２，３８０ 

第３種電話柱 ３，２７０ 

支線柱及び支線 ６８０ 

 その他の柱類 １５０ 

 共架電線その他上空

に設ける線類 

長さ１メートルに

つき１年 

１５ 

 地下に設ける電線そ

の他の線類 

９ 

 路上に設ける変圧器 １個につき１年 １，４６０ 

 地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

８９０ 

 変圧塔その他これに

類するもの及び公衆

電話所 

１個につき１年 ２，９７０ 
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 郵便差出箱及び信書

便差出箱 

 １，２５０ 

 広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

４，５３０ 

 その他のもの 占用面積１平方メ ２，９７０ 

  ートルにつき１年  

地下埋設電線

管、水道管、

下水道管、ガ

ス管その他こ

れらに類する 

外径が０．０７メー

トル未満のもの 

長さ１メートルに

つき１年 

６２ 

外径が０．０７メー

トル以上０．１メー

トル未満のもの 

 ８９ 

物件 外径が０．１メート

ル以上０．１５メー

トル未満のもの 

 １３０ 

 外径が０．１５メー

トル以上０．２メー

トル未満のもの 

 １８０ 

 外径が０．２メート

ル以上０．３メート

ル未満のもの 

 ２７０ 

 外径が０．３メート

ル以上０．４メート

ル未満のもの 

 ３６０ 

 外径が０．４メート

ル以上０．７メート

ル未満のもの 

 ６２０ 

 外径が０．７メート

ル以上１メートル未

満のもの 

 ８９０ 

 外径が１メートル以

上２メートル未満の

もの 

 １，７８０ 
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 外径が２メートル以  ３，５７０ 

 上のもの   

鉄道、軌道、自動運行補助施設その

他これらに類する施設 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

２，９７０ 

歩廊、日よけその他こ 歩廊  １３０ 

れらに類する施設 その他のも

の 

 ２００ 

地下街、地下

室、通路、浄

化槽その他こ

れらに類する 

地下街

及び地

下室 

階数が１の

もの 

 Ａ×０．００４ 

階数が２の

もの 

 Ａ×０．００７ 

施設  階数が３以

上のもの 

 Ａ×０．００８ 

 上空に設ける通路  ２，２６０ 

 地下に設ける通路  １，３６０ 

 その他のもの  ２００ 

露店、商品置

場その他これ

らに類する施

設 

祭礼、縁日その他の

催しに際し、一時的

に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

４５ 

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１か

月 

４５０ 

看板、標識、

旗ざお、パー

キング・メー

ター、幕及び

アーチ 

看板

（アー

チであ

るもの

を除

く。） 

一時的に設

けるもの 

表示面積１平方メ

ートルにつき１か

月 

４５０ 

その他のも

の 

表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

４，５３０ 

 標識 １本につき１年 ２，３８０ 

 旗ざお 祭礼、縁日

その他の催

しに際し、 

１本につき１日 ４５ 
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  一時的に設   

  けるもの   

  その他のも

の 

１本につき１か月 ４５０ 

 幕（道

路法施

行令第

７条第

４号に 

祭礼、縁日

その他の催

しに際し、

一時的に設

けるもの 

その面積１平方メ

ートルにつき１日 

４５ 

 掲げる

工事用 

その他のも

の 

その面積１平方メ

ートルにつき１か 

４５０ 

 施設で

あるも

のを除

く。） 

 月  

 アーチ 車道を横断

するもの 

１基につき１か月 ４，５３０ 

 その他のも

の 

２，２６０ 

太陽光発電設備及び風力発電設備 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

２，９７０ 

工事用板囲い、足場、詰所その他の

工事用施設及び土石、竹木、瓦その

他の工事用材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１か

月 

４５０ 

道路法施行令第７条第６号に掲げる

仮設建築物及び同条第７号に掲げる

施設 

３００ 

道路法施行令第７条第

８号に掲げる施設 

トンネルの

上又は高架

の道路の路

面下に設け

るもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａ×０．０１４ 
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 上空に設け  Ａ×０．０２ 

 るもの   

 その他のも

の 

 Ａ×０．０２８ 

トンネルの上又は高架

の道路の路面下に設け

る事務所、店舗、倉

庫、住宅、自動車駐車

場、自転車駐車場、広

場、公園、運動場その

他これらに類する施設 

建築物  Ａ×０．０１４ 

その他のも

の 

 Ａ×０．０１ 

道路法施行令第７条第

１１号に掲げる応急仮

設建築物 

トンネルの

上又は高架

の道路の路

面下に設け

るもの 

 Ａ×０．０１４ 

上空に設け

るもの 

 Ａ×０．０２ 

その他のも

の 

 Ａ×０．０２８ 

道路法施行令第７条第１２号に掲げ

る器具 

 Ａ×０．０２８ 

その他のもの 市長がその都度定める額 

備考 

１ 第１種電柱とは、電柱（その電柱に設置される変圧器を含む。以下同

じ。）のうち３条以下の電線（その電柱を設置する者が設置するものに 

限る。以下この号において同じ。）を支持するものを、第２種電柱とは、 

電柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電柱とは、電

柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送用に使用する

電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち

３条以下の電線（その電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下
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この号において同じ。）を支持するものを、第２種電話柱とは、電話柱

のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話

柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者がその電柱又は

電話柱に設置する電線をいう。 

４ 第１種電柱、第２種電柱及び第３種電柱の占用料には、その電柱に架

設されている柱上変圧器及び電線（共架電線を除く。）を含み、第１種

電話柱、第２種電話柱及び第３種電話柱の占用料には、その電話柱に架

設されている電線（共架電線を除く。）を含む。 

５ 表示面積とは、広告塔、看板等の表示部分の正面面積をいう。 

６ Ａとは、近傍類似の土地の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３８０条の規定により本市に備え付けられた固定資産課税台帳に登録さ

れた価格をいう。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（秦野市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一部改正） 

２ 秦野市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例（昭和４８年秦野

市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例第２８号）第

５１条」を「秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例第２８号）第５４条第

２項」に改める。 

（秦野市都市公園条例の一部改正） 

３ 秦野市都市公園条例（昭和５０年秦野市条例第９号）の一部を次のように

改正する。 

別表第２の５の表中「別表第１７」を「別表第１９」に改める。 

（秦野市駅前広場管理条例の一部改正） 

４ 秦野市駅前広場管理条例（昭和５５年秦野市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。 

第１３条中「秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例第２８号）第５１条

から第５３条まで」を「秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例第２８号）

第５４条第２項及び第５５条」に、「同条例第５４条第２号」を「同条例第
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５６条第２号」に、「同条例第５５条及び第５６条」を「同条例第５７条及

び第５８条」に改める。 

（秦野市下水道条例の一部改正） 

５ 秦野市下水道条例（昭和５５年秦野市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。 

別表第１中「別表第１７」を「別表第１９」に改める。 
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議案第６０号 秦野市道路条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

目次 目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 道路の構造の技術的基準（第３条－第４３条） 第２章 道路の構造の技術的基準（第３条－第４２条） 

 第３章 道路の占用（第４３条－第５６条） 

第３章 道路標識の寸法（第４４条） 第４章 道路標識の寸法（第５７条） 

第４章 移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の技術的

基準（第４５条・第４６条） 

第５章 移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の技術的

基準（第５８条・第５９条） 

第５章 認定外道路の管理（第４７条－第５３条）  

第６章 占用料（第５４条－第５８条）  

第７章 雑則（第５９条） 第６章 雑則（第６０条・第６１条） 

第８章 罰則（第６０条） 第７章 罰則（第６２条） 

附則 附則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下

「法」という。）第３０条第３項、第３９条第２項、第４５条

第３項及び第７３条第２項並びに高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。以下

「移動等円滑化促進法」という。）第１０条第１項の規定に基 

づき、本市が市道として認定する道路（以下次条第２項を除き、 

第１条 この条例は、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下

「法」という。）第３０条第３項、第３９条第２項、第４５条

第３項及び第７３条第２項並びに高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。以下

「移動等円滑化促進法」という。）第１０条第１項の規定に基

づき、本市が管理する道路（以下「道路」という。）の構造の 
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「道路」という。）の構造の技術的基準、道路標識の寸法等に

ついて必要な事項を定めるとともに、認定外道路の管理及び本

市が徴収する占用料について必要な事項を定める。 

技術的基準、道路の占用料の額等について必要な事項を定める。 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ この条例において「認定外道路」とは、公共のために使用す

る道路（法第３条に掲げるものを除く。）で、本市が管理する

ものをいい、その道路と一体をなす施設及び工作物並びにその

道路の附属物（道路の構造の保全、安全かつ円滑な交通の確保

その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。）を含むも

のとする。 

 

（道路の構造の技術的基準の適用範囲） （道路の構造の技術的基準の適用範囲） 

第３条 道路を新設し、又は改築する場合における法第３０条第

３項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、政

令第３条の規定による区分（第３種（第１級を除く。以下同

じ。）及び第４種に限る。以下「道路の区分」という。）に従

い、次条から第４３条までに定めるところによる。 

第３条 道路を新設し、又は改築する場合における法第３０条第

３項の規定により条例で定める道路の構造の技術的基準は、政

令第３条の規定による区分（第３種（第１級を除く。以下同

じ。）及び第４種に限る。以下「道路の区分」という。）に従

い、次条から第４２条までに定めるところによる。 

（車線等） （車線等） 

第４条 車道（副道、停車帯、自転車通行帯及び道路構造令施行

規則（昭和４６年建設省令第７号）第２条で定める部分を除

く。）は、車線により構成されるものとする。ただし、第３種

第５級又は第４種第４級の道路にあっては、この限りでない。 

第４条 車道（副道、停車帯及び道路構造令施行規則（昭和４６

年建設省令第７号）第２条で定める部分を除く。）は、車線に

より構成されるものとする。ただし、第３種第５級又は第４種

第４級の道路にあっては、この限りでない。 
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２－４ （略） ２－４ （略） 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道（自転車通

行帯を除く。）の幅員は、４メートル以上とするものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合又は第３３条の規定により車道に狭さく部を設ける場合にお

いては、この限りでない。 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道の幅員は、

４メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合又は第３３条の規定によ

り車道に狭さく部を設ける場合においては、この限りでない。 

（副道） （副道） 

第６条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。）の数

が４以上である道路には、必要に応じ、副道（自転車通行帯を

除く。）を設けるものとし、その幅員は、４メートルを標準と

するものとする。 

第６条 車線（登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。）の数 

が４以上である道路には、必要に応じ、副道を設けるものとし、 

その幅員は、４メートルを標準とするものとする。 

（自転車通行帯）  

第８条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い道路（自転車道を

設ける道路を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける

道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。）に自転

車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特 

別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

 

２ 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が

多い道路（自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除

く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行

を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転

車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特 
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別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとす

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、１メートルまで縮小することができる。 

 

４ 自転車通行帯の幅員は、その道路の自転車の交通の状況を考

慮して定めるものとする。 

 

（自転車道） （自転車道） 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い道路で設計速度が１時

間につき６０キロメートル以上であるものには、自転車道を道

路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特 

別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

第９条 自動車及び自転車の交通量が多い道路には、自転車道を

道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでな

い。 

２ 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が

多い道路で設計速度が１時間につき６０キロメートル以上であ

るもの（前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑な

交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合に 

おいては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、 

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い道路又は自動車及び歩行者の交通量が

多い道路（前項に規定する道路を除く。）には、安全かつ円滑

な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合

においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただ

し、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては、この限りでない。 

３－５ （略） ３－５ （略） 

（自転車歩行者道） （自転車歩行者道） 

第１０条 自動車の交通量が多い道路（自転車道又は自転車通行

帯を設ける道路を除く。）には、自転車歩行者道を道路の各側

第１０条 自動車の交通量が多い道路（自転車道を設ける道路を

除く。）には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとす
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に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

る。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、この限りでない。 

２－４ （略） ２－４ （略） 

（歩道） （歩道） 

第１１条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転車歩行者道を

設ける道路を除く。）、歩行者の交通量が多い第３種（第５級

を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又

は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第３種若しくは第４

種第４級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。た

だし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、この限りでない。 

第１１条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転車歩行者道を

設ける道路を除く。）、歩行者の交通量が多い第３種（第５級

を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。）又

は自転車道を設ける第３種若しくは第４種第４級の道路には、

その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限り

でない。 

２－５ （略） ２－５ （略） 

（交通安全施設） （交通安全施設） 

第３２条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、 

横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、 

緊急連絡施設その他これらに類する施設で道路構造令施行規則

第３条で定めるものを設けるものとする。 

第３２条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、 

横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その

他これらに類する施設で道路構造令施行規則第３条で定めるも

のを設けるものとする。 

（小区間改築の場合の特例） （小区間改築の場合の特例） 

第４０条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急処

置として改築を行う場合（次項に規定する改築を行う場合を除

く。）において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第

４条、第５条第２項及び第３項、第６条、第８条、第８条の２

第４０条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措

置として改築を行う場合（次項に規定する改築を行う場合を除

く。）において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第

４条、第５条第２項及び第３項、第６条、第８条、第９条第３

- 5 -



- 6 - 

第３項、第９条第３項、第１０条第２項及び第３項、第１１条

第３項及び第４項、第１３条第２項、第１６条から第２３条ま

で、第２４条第３項並びに第２６条の規定による基準に適合し

ていないため、これらの規定による基準をそのまま適用するこ

とが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準

によらないことができる。 

項、第１０条第２項及び第３項、第１１条第３項及び第４項、

第１３条第２項、第１６条から第２３条まで、第２４条第３項

並びに第２６条の規定による基準に適合していないため、これ

らの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認

められるときは、これらの規定による基準によらないことがで

きる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について

応急処置として改築を行う場合において、その道路の状況等か

らみて第４条、第５条第２項及び第３項、第６条、第７条第２

項、第８条、第８条の２第３項、第９条第３項、第１０条第２

項及び第３項、第１１条第３項及び第４項、第１３条第２項、

第２０条第１項、第２２条第２項、第２４条第３項、次条第１

項及び第２項並びに第４２条第１項の規定による基準をそのま

ま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規

定による基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について

応急措置として改築を行う場合において、その道路の状況等か

らみて第４条、第５条第２項及び第３項、第６条、第７条第２

項、第８条、第９条第３項、第１０条第２項及び第３項、第 

１１条第３項及び第４項、第１３条第２項、第２０条第１項、

第２２条第２項、第２４条第３項、次条第１項及び第２項並び

に第４２条第１項の規定による基準をそのまま適用することが

適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によ

らないことができる。 

（歩行者利便増進道路）  

第４３条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車

歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路

若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留のために使用する

部分を設けるものとする。 

 

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ

計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施 
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設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、 

必要があると認めるときは、その場所に街灯、ベンチその他の

歩行者の利便の増進のために使用する工作物、物件又は施設を

設けるものとする。 

３ 歩行者利便増進道路（移動等円滑化促進法第１０条第１項に

規定する新設特定道路を除く。）は、第４章に規定する基準に

適合する構造とするものとする。 

 

 第３章 道路の占用 

 （保証人） 

 第４３条 市長は、法第３２条の規定による道路の占用（掘削を

含む。以下「占用」という。）の許可に当たり必要と認めると

きは、占用の許可を受けた者（以下「占用者」という。）に対

して占用者と連帯して責任を負う保証人（本市内に居住する者

に限る。）を立てることを求めることができる。 

 （占用の許可条件） 

 第４４条 市長は、占用の許可をするときは、道路の管理上又は

公益上必要な条件を付することができる。 

 （占用の期間） 

 第４５条 占用の期間は、法第３６条第１項に規定するものに係

る占用については１０年以内とし、その他の占用については３

年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更

新しようとする期間についても、また、同様とする。 
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 （権利の譲渡等の禁止） 

 第４６条 占用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保にし

てはならない。 

 （原状回復の義務） 

 第４７条 占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用の許

可を取り消されたとき、若しくは占用を廃止したときは、占用

物件を除去し、道路を原状に回復し、直ちに市長に届け出て検

査を受けなければならない。 

 （無許可占用に対する処置） 

 第４８条 市長は、許可を受けないで占用する者があるときは、

直ちにその占用を停止させ、又は工作物があるときは、これを

撤去することを命じることができる。ただし、占用の追認を申

請し、道路の管理上支障がないと認め、かつ、市長において特 

別の事情があると認めるときは、これを許可することができる。 

 （道路の損傷） 

 第４９条 占用者は、占用に起因して道路を損傷したときは、直

ちに市長に届け出て原状に回復しなければならない。 

 （代執行） 

 第５０条 市長は、この条例若しくは許可の条件に基づく義務又

はこの条例の規定により市長の命じた事項を履行せず、若しく

は履行しても不十分と認めるとき、又は安全上の理由により緊

急を要するときは、占用者に代わって執行し、これに要した費
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用については、占用者が負担しなければならない。 

 （占用料の額） 

 第５１条 占用料の額は、別表第１７のとおりとし、次に定める

ところにより算定する。 

  (1) 占用料が年額で定められている場合において、占用期間に

１年未満の端数を生じたときは、月割計算とする。この場合 

において、１か月未満の端数を生じたときは、１か月とする。 

  (2) 占用料が月額で定められている場合において、占用期間に

１か月未満の端数を生じたときは、１か月として計算する。 

  (3) 占用料が面積又は長さにより定められている場合において、 

占用面積に１平方メートル未満の端数を生じたとき又は占用

の長さに１メートル未満の端数を生じたときは、それぞれ１

平方メートル又は１メートルとして計算する。 

  (4) １件の占用料の総額が５０円に満たないものは、５０円と

する。 

 （占用料の徴収方法） 

 第５２条 占用料は、占用の許可を受けた際に全額納付しなけれ 

ばならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合には、 

翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の５月３１日までに納

付することができる。 

 ２ 占用料の納付は、秦野市財務規則（昭和５６年秦野市規則第

１１号）の定めるところによる。 
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 （占用料の分割徴収） 

 第５３条 市長は、占用料が著しく多額となり、その他特別の理

由により前納が困難であると認めるときは、その年度内におい

て占用料を３回以内に分割して徴収することができる。 

 （占用料の還付） 

 第５４条 市長は、既納の占用料を還付しない。ただし、次の各

号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する

ことができる。 

  (1) 法第７１条第２項の規定により占用の許可を取り消したと

き。 

  (2) 災害その他占用者の責めに帰することができない理由によ

り占用できなくなったとき。 
  (3) その他市長が特に必要と認めるとき。 

 （占用料の減免） 

 第５５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用

料を減額し、又は免除することができる。 

  (1) 法第３５条に規定する事業（道路法施行令（昭和２７年政

令第４７９号）第１９条に規定するものを除く。）及び地方

財政法（昭和２３年法律第１０９号）第６条に規定する公営

企業のために占用するとき。 

  (2) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規

定する鉄道事業又は同条第５項に規定する索道事業のために
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占用するとき。 

  (3) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による選挙運動

のために使用する立札、看板その他の物件を設置するために

占用するとき。 

  (4) 街灯、防犯灯等を設置するために占用するとき。 
  (5) 無料で常時一般の通行のために使用し、これによって交通

の便益を増進することができる通路等の設置のために占用す

るとき。 
  (6) 恒例による松飾り、祭典又は縁日若しくは市日のために臨

時に占用するとき。 
  (7) その他市長が特に必要と認めるとき。 

 （延滞金の徴収） 

 第５６条 占用料を納期限までに納付しない場合は、秦野市債権

の管理等に関する条例（平成１９年秦野市条例第２５号）第７

条に定める延滞金の規定により延滞金を徴収する。 

第３章 道路標識の寸法    第４章 道路標識の寸法 

第４４条 法第４５条第３項の規定により条例で定める道路標識

の寸法は、その標識の区分に応じ、別表第１７の寸法の欄に掲

げる値とする。 

第５７条 法第４５条第３項の規定により条例で定める道路標識

の寸法は、その標識の区分に応じ、別表第１８の寸法の欄に掲

げる値とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、駐車場を表示する案内標識に係る

別表第１７の寸法の欄に掲げる寸法について、道路の形状又は

交通の状況により特別の必要がある場合においては１．３倍、

２ 前項の規定にかかわらず、駐車場を表示する案内標識に係る

同表の寸法の欄に掲げる寸法について、道路の形状又は交通の

状況により特別の必要がある場合においては１．３倍、１．６
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１．６倍又は２倍に、便所を表す記号を表示する場合において

は横寸法のみ２．５倍まで、それぞれ拡大することができる。 

倍又は２倍に、便所を表す記号を表示する場合においては横寸

法のみ２．５倍まで、それぞれ拡大することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第１７の寸法の欄に掲げる

寸法について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要が

ある場合においては、高さ制限緩和指定道路及びまわり道を表

示する案内標識にあっては１．３倍、１．６倍又は２倍に、道 

路の通称名を表示する案内標識にあっては１．５倍又は２倍に、 

それぞれ拡大することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、同表の寸法の欄に掲げる寸法に

ついて、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場

合においては、高さ制限緩和指定道路及びまわり道を表示する

案内標識にあっては１．３倍、１．６倍又は２倍に、道路の通

称名を表示する案内標識にあっては１．５倍又は２倍に、それ

ぞれ拡大することができる。 

４ （略） ４ （略） 

第４章 移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の技

術的基準 

   第５章 移動等円滑化のために必要な特定道路の構造の技

術的基準 

第４５条 （略） 第５８条 （略） 

第４６条 第１０条第２項、第１１条第３項、第２４条第４項、

第２５条第４項に規定しているもののほか、移動等円滑化促進

法第１０条第１項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な

道路構造に関して次に掲げるものの基準は、別表第１８のとお

りとする。 

 (1)－(5) （略） 

第５９条 第１０条第２項、第１１条第３項、第２４条第４項、

第２５条第４項に規定しているもののほか、移動等円滑化促進

法第１０条第１項の規定に基づく移動等円滑化のために必要な

道路構造に関して次に掲げるものの基準は、別表第１９のとお

りとする。 

 (1)－(5) （略） 

第５章 認定外道路の管理  

（行為の禁止）  

第４７条 何人も、認定外道路において次に掲げる行為をしては

ならない。 
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 (1) みだりに認定外道路を損傷し、又は汚損すること。  

 (2) みだりに認定外道路に土石、竹木等の物件を堆積し、車両

を放置し、その他認定外道路の構造又は交通に支障を及ぼす

おそれのある行為をすること。 

 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、認定外道路の管理、保全又は

利用に支障を及ぼす行為をすること。 

 

（行為の許可又は承認）  

第４８条 認定外道路において、法第３２条第１項各号に掲げる

工作物、物件又は施設を設け、継続して認定外道路を占用しよ

うとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受

けた事項を変更しようとするときも、また、同様とする。 

 

２ 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認を受けなけ

ればならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、

また、同様とする。 

 

 (1) 認定外道路の敷地を掘削し、盛土し、又はその他認定外道

路の付替等の工事若しくはこれらに類する行為をすること。 

 

 (2) 前号に掲げるもののほか、認定外道路の保全又は管理のた

めに市長が特に必要と認めること。 

 

３ 市長は、認定外道路の管理上必要があると認めるときは、前 

２項の規定による許可又は承認の際に条件を付すことができる。 

 

（許可の期間）  

第４９条 前条の規定による許可の期間は、法第３６条第１項に  
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規定するものに係る占用については１０年以内とし、その他の

占用については５年以内とする。占用の期間が満了した場合に

おいて、これを更新しようとする期間についても、また、同様

とする。 

（占用者の義務）  

第５０条 第４８条第１項の規定により認定外道路の占用の許可

を受けた者（以下「認定外道路の占用者」という。）は、占用

の期間中その占用物件を保護し、占用によって生じた危害に対

する責任を負い、又は占用によって生じるおそれのある危害を

防止し、若しくは予防しなければならない。 

 

（原状回復の義務）  

第５１条 認定外道路の占用者は、占用の期間が満了した場合又

は占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、認定外

道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復す

ることが不適当な場合においては、この限りでない。 

 

２ 市長は、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な

場合の処置について必要な指示をすることができる。 

 

（損傷時等の対応）  

第５２条 認定外道路又は認定外道路の附属物を損傷し、又は汚

損した者は、市長に届け出てその指示するところにより原状に

回復しなければならない。 
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（監督処分）  

第５３条 市長は、認定外道路において次の各号のいずれかに該

当するときは、この章の規定により与えた許可若しくは承認を

取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又

は行為若しくは工事の中止、認定外道路に存する工作物その他

の物件の改築、移転、除却若しくはその工作物その他の物件に

より生じることとなる損害を予防するために必要な施設をする

こと若しくは認定外道路を現状に回復することを命じることが

できる。 

 

 (1) この章の規定又は許可若しくは承認に付した条件に違反し

たとき。 

 

 (2) 詐欺その他の不正な行為により許可又は承認を受けたとき。  

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定外道路 

の占用者に対して前項に規定する処分をすることができるほか、 

認定外道路の部分を定めてその占用を禁止し、又は制限するこ

とができる。 

 

 (1) 本市が施行する認定外道路に関する工事のため、やむを得

ない必要が生じたとき。 

 

 (2) 本市が行う認定外道路の保全又は管理のための必要が生じ

たとき。 

 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、本市においてやむを得ない必

要が生じたとき。 
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３ 前２項の規定により必要な処置をとることを命じようとする

場合において、過失がなくてその処置を命じるべき者の所在が

不明のときは、市長は、その者の負担において、その処置を自

ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせ

ることができる。この場合において、相当の期限を定めて、そ

の処置を行うべき旨及びその期限までにその処置を行わないと

きは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその処置を

行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

 

   第６章 占用料  

 （占用料の徴収及びその額）  

第５４条 市長は、認定外道路の占用者から占用料を徴収する。  

２ 法及びこの条例の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表

第１９のとおりとし、次に定めるところにより算定する。 

 

 (1) 占用料が年額で定められている場合において、占用の期間

に１年未満の端数を生じたときは、月割計算とする。この場 

合において、１か月未満の端数を生じたときは、１か月とす

る。 

 

 (2) 占用料が月額で定められている場合において、占用の期間 

に１か月未満の端数を生じたときは、１か月として計算する。 
 

 (3) 占用料が面積又は長さにより定められている場合において、 

占用面積に１平方メートル未満の端数を生じたとき又は占用

の長さに１メートル未満の端数を生じたときは、それぞれ１
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平方メートル又は１メートルとして計算する。 
 (4) １件の占用料の総額が５０円に満たないものは、５０円と

する。 

 

 （占用料の徴収方法）  

第５５条 占用料は、占用の許可を受けた際に全額納付しなけれ

ばならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合に

は、翌年度以降の占用料は、それぞれの年度の５月３１日まで

に納付することができる。 

 

２ 占用料の納付は、秦野市財務規則（昭和５６年秦野市規則第

１１号）の定めるところによる。 

 

３ 市長は、占用料が著しく多額となり、その他特別の理由によ

り前納が困難であると認めるときは、その年度内において占用

料を３回以内に分割して徴収することができる。 

 

 （占用料の還付）  

第５６条 市長は、既納の占用料を還付しない。ただし、次の各

号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付する

ことができる。 

 

 (1) 法第７１条第２項の規定により占用の許可を取り消したと

き。 

 

 (2) 災害その他法又はこの条例の規定により占用の許可を受け

た者の責めに帰することができない理由により占用できなく

なったとき。 

 

- 17 -



- 18 - 

 (3) その他市長が特に必要と認めるとき。  

（占用料の減免）  

第５７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用

料を減額し、又は免除することができる。 

 

 (1) 法第３５条に規定する事業又は地方財政法（昭和２３年法

律第１０９号）第６条に規定する公営企業のために占用する

とき。 

 

 (2) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規

定する鉄道事業又は同条第５項に規定する索道事業のために

占用するとき。 

 

 (3) 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）による選挙運動

のために使用する立札、看板その他の物件を設置するために

占用するとき。 

 

 (4) 街灯、防犯灯等を設置するために占用するとき。  

 (5) 無料で常時一般の通行のために使用し、これによって交通

の便益を増進することができる通路等の設置のために占用す

るとき。 

 

 (6) 恒例による松飾り、祭典又は縁日その他これに類する催し

のために臨時に占用するとき。 
 

 (7) その他市長が特に必要と認めるとき。  

 （延滞金の徴収）  

第５８条 占用料を納期限までに納付しない場合は、秦野市債権  
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の管理等に関する条例（平成１９年秦野市条例第２５号）第７ 

条又は第１０条に定める延滞金の規定により延滞金を徴収する。 

   第７章 雑則    第６章 雑則 

  （この条例の規定を準用する道） 

 第６０条 本市が管理する一般交通のために使用している道で法

の適用を受けないもの（道の構造の保全、安全かつ円滑な交通

の確保その他道の管理上必要な施設又は工作物を含む。）につ

いては、この条例の規定（規則で定める道にあっては、第３章

及び第７章の規定に限る。）を準用する。 

（委任） （委任） 

第５９条 （略） 第６１条 （略） 

第８章 罰則 第７章 罰則 

第６０条 （略） 第６２条 （略） 

２ 第５３条第１項の規定による市長の命令に従わない者につい

ては、５０，０００円以下の過料に処する。 

 

 

 別表第１７（第５１条関係） 

 
占用物件 単位 

占用料 

（単位 円） 

電柱、

電線、

変圧 

第１種電柱 １本につ

き１年 

１，６６０ 

第２種電柱 ２，５６０ 

第３種電柱  ３，４５０ 
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塔、郵 第１種電話柱  １，４９０ 

便差出

箱、公

衆電話

所、広

告塔そ

の他こ 

第２種電話柱  ２，３８０ 

第３種電話柱  ３，２７０ 

支線柱及び支線  ６８０ 

その他の柱類  １５０ 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

１５ 

れらに 地下に設ける電線その他の ９ 

類する 線類   

工作物 路上に設ける変圧器 １個につ

き１年 

１，４６０ 

 地下に設ける変圧器 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

８９０ 

 変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個につ

き１年 

２，９７０ 

 郵便差出箱 １，２５０ 

 広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに 

４，５３０ 
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  つき１年  

 その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

２，９７０ 

地下埋

設電線

管、水 

外径が０．０７メートル未

満のもの 

長さ１メ

ートルに

つき１年 

６２ 

外径が０．０７メートル以 ８９ 

道管、

下水道 

上０．１メートル未満のも

の 

  

管、ガ 外径が０．１メートル以上  １３０ 

ス管そ

の他こ 

０．１５メートル未満のも

の 

 

れらに

類する 

外径が０．１５メートル以

上０．２メートル未満のも 

 １８０ 

物件 の  

 外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

 ２７０ 

 外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

 ３６０ 

 外径が０．４メートル以上  ６２０ 
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 ０．７メートル未満のもの   

 外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの 

 ８９０ 

 外径が１メートル以上２メ

ートル未満のもの 

 １，７８０ 

 外径が２メートル以上のも

の 

 ３，５７０ 

鉄道、軌道その他これらに類する施 占用面積 ２，９７０ 

設 １平方メ  

歩廊、日よけその他

これらに類する施設 

歩廊 ートルに

つき1年 

１３０ 

その他のもの ２００ 

地下

街、地 

地下街及び

地下室 

階数が１のも

の 

 Ａ× 

０．００４ 

下室、

通路そ 

階数が２のも

の 

 Ａ× 

０．００７ 

の他こ

れらに 

階数が３以上

のもの 

 Ａ× 

０．００８ 

類する 上空に設ける通路  ２，２６０ 

施設 地下に設ける通路  １，３６０ 

 その他のもの  ２００ 

露店、 祭礼、縁日その他の催しに 占用面積 ４５ 

- 22 -



- 23 - 

商品置 際し、一時的に設けるもの １平方メ  

場その

他これ 

 ートルに

つき１日 

 

らに類

する施

設 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１か

月 

４５０ 

看板、

標識、

旗ざ 

看板（アー

チであるも 

のを除く。） 

一時的に設け

るもの 

表示面積

１平方メ

ートルに 

４５０ 

お、パ

ーキン 

つき１か

月 

グ・メ

ータ 

その他のもの 表示面積

１平方メ 

４，５３０ 

ー、幕

及びア 

ートルに

つき１年 

ーチ 標識 １本につ

き１年 

２，３８０ 

 旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催しに 

１本につ

き１日 

４５ 
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  際し、一時的   

  に設けるもの   

  その他のもの １本につ

き１か月 

４５０ 

 幕（道路法

施行令第７

条第４号に

掲げる工事 

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの 

その面積

１平方メ

ートルに

つき１日 

４５ 

 用施設であ

るものを除

く。） 

その他のもの その面積

１平方メ

ートルに 

４５０ 

  つき１か

月 

 アーチ 車道を横断す

るもの 

１基につ

き１か月 

４，５３０ 

  その他のもの  ２，２６０ 

太陽光発電設備及び風力発電設備 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

２，９７０ 

工事用板囲い、足場、詰所その他の 占用面積 ４５０ 
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工事用施設及び土石、竹木、瓦その １平方メ  

他の工事用材料 ートルに

つき１か

月 

 

道路法施行令第７条第６号に掲げる

仮設建築物及び同条第７号に掲げる

施設 

３００ 

道路法施行令第７条

第８号に掲げる施設 

トンネルの上

又は高架の道

路の路面下に 

占用面積

１平方メ

ートルに 

Ａ× 

０．０１４ 

 設けるもの つき１年  

 上空に設ける

もの 

 Ａ× 

０．０２ 

 その他のもの  Ａ× 

０．０２８ 

トンネルの上又は高

架の道路の路面下に 

建築物  Ａ× 

０．０１４ 

設ける事務所、店

舗、倉庫、住宅、自

動車駐車場、自転車

駐車場、広場、公

園、運動場その他こ

れらに類する施設 

その他のもの  Ａ× 

０．０１ 
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道路法施行令第７条

第１１号に掲げる応

急仮設建築物 

トンネルの上

又は高架の道

路の路面下に

設けるもの 

 Ａ× 

０．０１４ 

上空に設ける

もの 

 Ａ× 

０．０２ 

その他のもの  Ａ× 

０．０２８ 

道路法施行令第７条第１２号に掲げ

る器具 

 Ａ× 

０．０２８ 

その他のもの 市長がその都度定める額 
 

 備考 

 １ 第１種電柱とは、電柱（その電柱に設置される変圧器を含

む。以下同じ。）のうち３条以下の電線（その電柱を設置す

る者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を

支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条

の電線を支持するものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条

以上の電線を支持するものをいう。 

 ２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送用 

に使用する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。 

以下同じ。）のうち３条以下の電線（その電話柱を設置する
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者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支

持するものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５

条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話柱のう

ち６条以上の電線を支持するものをいう。 

 ３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者がそ

の電柱又は電話柱に設置する電線をいう。 

 ４ 第１種電柱、第２種電柱及び第３種電柱の占用料には、そ

の電柱に架設されている柱上変圧器及び電線（共架電線を除

く。）を含み、第１種電話柱、第２種電話柱及び第３種電話

柱の占用料には、その電話柱に架設されている電線（共架電

線を除く。）を含む。 

 ５ 表示面積とは、広告塔、看板等の表示部分の正面面積をい

う。 

 ６ Ａとは、近傍類似の土地の地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）第３８０条の規定により本市に備え付けられた固

定資産課税台帳に登録された価格をいう。 

別表第１７（第４４条関係） 別表第１８（第５７条関係） 

（略） 
 

（略） 
 

別表第１８（第４６条関係） 別表第１９（第５９条関係） 

（略） 
 

（略） 
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別表第１９（第５４条関係） 

占用物件 単位 
占用料 

（単位 円） 

電柱、

電線、

変圧

塔、郵

便差出

箱、公 

第１種電柱 １本につ

き１年 

１，６６０ 

第２種電柱 ２，５６０ 

第３種電柱  ３，４５０ 

第１種電話柱  １，４９０ 

第２種電話柱  ２，３８０ 

第３種電話柱  ３，２７０ 

衆電話

所、広

告塔そ

の他こ 

支線柱及び支線  ６８０ 

その他の柱類  １５０ 

共架電線その他上空に設け

る線類 

長さ１メ

ートルに 

１５ 

れらに

類する 

地下に設ける電線その他の

線類 

つき１年 ９ 

工作物 路上に設ける変圧器 １個につ

き１年 

１，４６０ 

 地下に設ける変圧器 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

８９０ 
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 変圧塔その他これに類する

もの及び公衆電話所 

１個につ

き１年 

２，９７０ 

 郵便差出箱及び信書便差出

箱 

１，２５０ 

 広告塔 表示面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

４，５３０ 

 その他のもの 占用面積

１平方メ 

２，９７０ 

  ートルに

つき１年 

 

地下埋

設電線 

管、水 

道管、

下水道 

外径が０．０７メートル未

満のもの 

長さ１メ

ートルに 

６２ 

外径が０．０７メートル以 つき１年  

上０．１メートル未満のも

の 

 ８９ 

 

管、ガ 外径が０．１メートル以上   

ス管そ

の他こ 

０．１５メートル未満のも

の 

 １３０ 

 

れらに 外径が０．１５メートル以  １８０ 
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類する 上０．２メートル未満のも 

物件 の   

 外径が０．２メートル以上

０．３メートル未満のもの 

 ２７０ 

 外径が０．３メートル以上

０．４メートル未満のもの 

 ３６０ 

 外径が０．４メートル以上

０．７メートル未満のもの 

 ６２０ 

 外径が０．７メートル以上

１メートル未満のもの 

 ８９０ 

 外径が１メートル以上２メ

ートル未満のもの 

 １，７８０ 

 外径が２メートル以上のも

の 

 ３，５７０ 

鉄道、軌道、自動運行補助施設その

他これらに類する施設 

占用面積 ２，９７０ 

1平方メ

ートルに

つき1年 

歩廊、日よけその他

これらに類する施設 

歩廊 １３０ 

その他のもの ２００ 

地下

街、地 

地下街及び

地下室 

階数が１のも

の 

 Ａ× 

０．００４ 

下室、  階数が２のも  Ａ× 
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通路、  の  ０．００７ 

浄化槽

その他

これら

に類す

る施設 

 階数が３以上

のもの 

 Ａ× 

０．００８ 

上空に設ける通路  ２，２６０ 

地下に設ける通路  １，３６０ 

その他のもの  ２００ 

露店、

商品置 

祭礼、縁日その他の催しに

際し、一時的に設けるもの 

占用面積

１平方メ 

４５ 

場その

他これ 

ートルに

つき１日 

らに類

する施

設 

その他のもの 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１か 

４５０ 

 月 

看板、

標識、

旗ざ 

看板（アー

チであるも 

のを除く。） 

一時的に設け

るもの 

表示面積

１平方メ

ートルに 

４５０ 

お、パ

ーキン 

 つき１か

月 

グ・メ  その他のもの 表示面積 ４，５３０ 
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ータ   １平方メ  

ー、幕

及びア 

  ートルに

つき１年 

 

ーチ 標識 １本につ

き１年 

２，３８０ 

 旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的 

１本につ

き１日 

４５ 

  に設けるもの  

  その他のもの １本につ ４５０ 

   き１か月  

 幕（道路法

施行令第７

条第４号に 

掲げる工事 

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的 

その面積

１平方メ

ートルに 

４５ 

 に設けるもの つき１日 

 用施設であ

るものを除

く。） 

その他のもの その面積

１平方メ

ートルに 

４５０ 

  つき１か

月 

 アーチ 車道を横断す １基につ ４，５３０ 
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  るもの き１か月  

  その他のもの  ２，２６０ 

太陽光発電設備及び風力発電設備 占用面積

１平方メ

ートルに

つき１年 

２，９７０ 

工事用板囲い、足場、詰所その他の

工事用施設及び土石、竹木、瓦その 

占用面積

１平方メ 

４５０ 

他の工事用材料 ートルに

つき１か 道路法施行令第７条第６号に掲げる ３００ 

仮設建築物及び同条第７号に掲げる

施設 

月  

道路法施行令第７条

第８号に掲げる施設 

トンネルの上

又は高架の道 

占用面積

１平方メ 

Ａ× 

０．０１４ 
 路の路面下に

設けるもの 

ートルに

つき１年 

 上空に設ける

もの 

 Ａ× 

０．０２ 

 その他のもの  Ａ× 

０．０２８ 

トンネルの上又は高 建築物  Ａ× 
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架の道路の路面下に   ０．０１４ 

設ける事務所、店

舗、倉庫、住宅、自

動車駐車場、自転車

駐車場、広場、公

園、運動場その他こ

れらに類する施設 

その他のもの  Ａ× 

０．０１ 

道路法施行令第７条

第１１号に掲げる応 

トンネルの上

又は高架の道 

 Ａ× 

０．０１４ 

急仮設建築物 路の路面下に  

 設けるもの   

 上空に設ける

もの 

 Ａ× 

０．０２ 

 その他のもの  Ａ× 

０．０２８ 

道路法施行令第７条第１２号に掲げ

る器具 

 Ａ× 

０．０２８ 

その他のもの 市長がその都度定める額 
 

備考  

１ 第１種電柱とは、電柱（その電柱に設置される変圧器を含

む。以下同じ。）のうち３条以下の電線（その電柱を設置す
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る者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を

支持するものを、第２種電柱とは、電柱のうち４条又は５条

の電線を支持するものを、第３種電柱とは、電柱のうち６条

以上の電線を支持するものをいう。 

２ 第１種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送用 

に使用する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。 

以下同じ。）のうち３条以下の電線（その電話柱を設置する

者が設置するものに限る。以下この号において同じ。）を支

持するものを、第２種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５

条の電線を支持するものを、第３種電話柱とは、電話柱のう

ち６条以上の電線を支持するものをいう。 

 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者がそ

の電柱又は電話柱に設置する電線をいう。 

 

４ 第１種電柱、第２種電柱及び第３種電柱の占用料には、そ

の電柱に架設されている柱上変圧器及び電線（共架電線を除

く。）を含み、第１種電話柱、第２種電話柱及び第３種電話

柱の占用料には、その電話柱に架設されている電線（共架電

線を除く。）を含む。 

 

５ 表示面積とは、広告塔、看板等の表示部分の正面面積をい

う。 

 

６ Ａとは、近傍類似の土地の地方税法（昭和２５年法律第 

２２６号）第３８０条の規定により本市に備え付けられた固
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定資産課税台帳に登録された価格をいう。 

  

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（秦野市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例の一

部改正） 

２ 秦野市行政財産の目的外使用に係る使用料に関する条例（昭

和４８年秦野市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第４条ただし書中「秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例

第２８号）第５１条」を「秦野市道路条例（平成２４年秦野市

条例第２８号）第５４条第２項」に改める。 

（秦野市都市公園条例の一部改正） 

３ 秦野市都市公園条例（昭和５０年秦野市条例第９号）の一部

を次のように改正する。 

別表第２の５の表中「別表第１７」を「別表第１９」に改め

る。 

（秦野市駅前広場管理条例の一部改正） 

４ 秦野市駅前広場管理条例（昭和５５年秦野市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条中「秦野市道路条例（平成２４年秦野市条例第２８
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号）第５１条から第５３条まで」を「秦野市道路条例（平成 

２４年秦野市条例第２８号）第５４条第２項及び第５５条」に、 

「同条例第５４条第２号」を「同条例第５６条第２号」に、

「同条例第５５条及び第５６条」を「同条例第５７条及び第 

５８条」に改める。 

（秦野市下水道条例の一部改正） 

５ 秦野市下水道条例（昭和５５年秦野市条例第３２号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１中「別表第１７」を「別表第１９」に改める。 
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議案第６０号資料  

 

   秦野市道路条例の一部を改正することについて 

 

１ 改正の概要 

 (1) 認定外道路における禁止行為の明文化 

道路法（以下「法」という。）の適用を受けない赤道や農道などの道路

（以下「認定外道路」という。）において、禁止行為等があった際の対応

を図るため、認定外道路の管理に関する規定を新設し、禁止行為、監督処

分及び過料について明文化するものです。 

 (2) 道路の構造の技術的基準の改正 

本市の道路の構造の技術的基準として参酌している政令（道路構造令。

以下「国の道路構造令」という。）の改正により、必要となる規定につい

て新設及び追加をするとともに、法令と現行条例との整合性を図るため、

字句等の整理を行うものです。 

なお、いずれの規定も、国の道路構造令と同じ内容で、改正します。 

 

２ 認定外道路における禁止行為の明文化 

 (1) 目的・必要性 

  近年、市内の道路に車両を放置したり、私物を置いて封鎖するなど、一

般交通や維持管理に支障を生じさせる事案が発生しています。 

市道認定されている道路は、法の適用を受けるため、道路の損傷や交通

に支障を及ぼすおそれのある行為など、法第４３条の禁止行為に該当する

事案があった場合は、法の規定に基づき、直ちに対処することが可能とな

ります。 

しかし、認定外道路において同様の事案があった場合、現行条例では禁

止行為の内容が明示されていないことから、事案を解決するまでに相当の

時間を要し、市民等の生活に多大な影響を及ぼしている状況ですので、認

定外道路における禁止行為等を現行条例に位置付ける必要があります。 

 (2) 改正内容 

ア 認定外道路の管理に関する規定を新設 

認定外道路における禁止行為、監督処分等に関する規定について、法

の規定と同じ内容で明文化するものです。 
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これにより、認定外道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある

禁止行為等があった場合、①行政指導⇒②監督処分⇒③行政代執行法に

基づく代執行といった形で課題解決のための手続を速やかにとることが

可能となります。また、所有者の所在が不明な場合でも、同様に対応す

ることができます（略式の代執行）。 

なお、法の適用を受ける道路は、これまでと同様に法の規定により対

処します。 

イ 認定外道路にかかる過料の規定を新設 

監督処分による市長の命令に従わない者に対し、地方自治法第１４条

の規定により、５万円以下の過料に処する規定を新設します。 

  

３ 道路の構造の技術的基準の改正 

 (1) 目的・必要性 

法第３０条第３項において、市道の構造の技術的基準は、国の道路構造

令で定める基準を参酌して、地方公共団体の条例で定めることとされてい

ますが、国の道路構造令の改正により、必要となる規定について新設及び

追加をする必要があります。 

 (2) 改正内容 

ア 自転車通行帯の新設及び自転車道の設置要件の追加 

自転車等の安全かつ円滑な交通を確保するため、車道の部分に帯状に

設けられる「自転車通行帯」の規定を新設し、その幅員を定めるととも

に、工作物により区画して設けられる自転車道の設置要件に、「設計速

度が時速６０キロメートル以上の道路」を対象とする規定を追加するも

のです。 

 

【国土交通省資料より】  
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イ 歩行者利便増進道路の新設 

法に位置付けられた歩行者利便増進道路を本市が整備する場合の技術

的基準に関する規定を新設するものです。 

基準 概要 

利便の増進の基準 

① 歩行者利便増進道路に設ける歩道等には、歩行者の滞

留のために使用する部分を設ける 

② 歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導

する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設ける

ための場所を設け、利便の増進に資する施設等（街灯、

ベンチ等）を設ける 

歩行者の安全かつ

円滑な通行の基準 

③ 歩行者利便増進道路は、条例第４章に規定するバリア

フリー基準に適合する構造とする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【国土交通省資料より】  
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ウ 自動運行補助施設の追加 

自動運行補助施設とは、自動運行装置を備えている自動車の自動運行

を補助する施設（電磁誘導線や磁気マーカ等）です。自動運行補助施設

が道路附属物として、国の道路構造令の交通安全施設に位置付けられた

ことに伴い、交通安全施設（照明施設やカーブミラー等）の中に追加す

るものです。 

 

 

【国土交通省資料より】 

４ 施行日 

この条例は、公布の日から施行する。 
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